
                   平成２６年７月１日 

 

大町町「高齢者困りごと」支援事業要綱 

 

１ 目的 

   この事業は、町内に居住する高齢者が抱える日常の様々な困りごとや、公的

サービスだけではまかないきれない地域の福祉ニーズを、地域の身近な人々が

チケットを介して解決することにより、住民相互の助け合いを推進することを

目的とする。 

 

２ 利用者 

65歳以上の独り暮らし又は高齢者のみの世帯 

 

３ 利用日可能時間 

  祝祭日を除く平日の午前 8時半より午後 4時まで 

  （ただし、8月 13日から 15日、12月 29日から翌年 1月 3日を除く。） 

 

４ 協力者 

   協力者とは町内に居住する 18歳以上の者で大町町社会福祉協議会に「高齢

者困りごと支援協力者」として事前に登録された者をいう。 

    

 

５ 支援内容及び料金 

  別表１による 

 

６ 運営方法     

○事業の運営は大町町社会福祉協議会が行う。 

○困りごと支援を希望する利用者は、大町町社会福祉協議会が販売するチケッ

トを購入し、支援した協力者に支援内容に応じたチケットを渡す。 

○協力者は受け取ったチケットに必要事項を記入し、大町町社会福祉協議会で

現金と交換する。 

○チケットには有効期限を付し、転売不可とする。 

 

７ この事業は、佐賀県社会福祉協議会の平成２６年度地域福祉活動活性化メニュ 

ー事業助成金の交付を受け実施しするもので、平成２９年３月末日を以て終了 

する。 

 



 

別表１ 

 

 

 

 支援内容及び料金 

① 町指定場所へのごみ出し 100円／日 

② 玄関までの粗大ごみ移動（ステッカー代は別）600円（二人分）／日 

③ 室内電球の交換（電球は利用者負担） 100円／回 

④ 高いところの荷物の出し入れ（30分程度の軽作業） 300円／回 

⑤ 浴槽の清掃（30分程度の軽作業） 200円／回 

⑥ 庭掃除（草取りを除く 1時間程度の軽作業） 500円／回 

⑦ ボタン付等の簡易な裁縫 200円／回 

⑧ 町内でのお買い物代行 200円／回 

⑨ 換気扇掃除（1時間程度の軽作業）500円／回 

上記以外の支援については、原則として行わない。 

 

 

    


